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１

条
　
　
　
　
　
例

◯
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
五
八
・
人
事
課
）
…
…
…
３

◯
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
五
九
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
４

◯
秋
田
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
六
〇
・
総
合
防

災
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
秋
田
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
及
び
秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
六
一
・
市
町
村
合
併
支
援
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
秋
田
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
六
二
・
障
害
福
祉
課
）
…
６

◯
秋
田
県
薬
局
開
設
許
可
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
六
三
・
医
務
薬
事

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
六
四
・
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
７

◯
秋
田
県
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
六
五
・
流
通
経
済
課
）
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
及
び
秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
六
六

・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
秋
田
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
六
七
・
警
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

◇
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
八
号
）

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
六
年
法
律
第
八
五
号
）
に
よ
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
二

六
一
号
）
及
び
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
四
年
法

律
第
四
八
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し

た
。（一）

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
六
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）

（二）

地
方
公
務
員
法
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
証
人
の
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
二
六
年
秋
田
県
条
例
第
四
八
号
）

（三）

秋
田
県
退
職
年
金
等
お
よ
び
退
職
一
時
金
等
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
の
通
算
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
三
二
年
秋
田
県
条
例
第
二
七
号
）

（四）

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
一
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
九
号
）

◇
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
九
号
）

１

旅
行
命
令
簿
及
び
旅
行
依
頼
簿
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。
（
第
四
条
関
係
）

２

旅
費
の
請
求
に
係
る
電
磁
的
記
録
及
び
資
料
の
提
出
が
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
き

は
、
支
払
担
当
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時

に
当
該
電
磁
的
記
録
等
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
五
条
関
係
）

３

県
内
旅
行
の
場
合
に
お
け
る
日
当
の
額
は
、
宿
泊
し
た
場
合
を
除
き
、
定
額
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
と
す
る
と
と
も
に
、
鉄
道
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
等
の
旅
行
の
場
合
に
お
け
る
日

当
の
額
を
定
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
特
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
〇

条
関
係
）

４

近
距
離
旅
行
（
在
勤
公
署
か
ら
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
内
に
お
け
る
旅
行
を
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
公
務
上
の
必
要
に
よ
り
宿
泊
し
た
場
合
等
を
除
き
、
旅
費
を
支
給
し
な
い
こ
と
と

し
た
。
（
第
二
七
条
関
係
）

５

近
距
離
旅
行
以
外
の
同
一
市
町
村
内
に
お
け
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
公
務
上
の
必
要
に
よ
り
多

額
の
運
賃
を
要
す
る
場
合
等
を
除
き
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
車
賃
、
移
転
料
、
着
後
手
当
及
び
扶
養

親
族
移
転
料
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
八
条
関
係
）

６

５
に
お
け
る
市
町
村
は
、
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
は
、
平
成
一
六
年
四
月
一
日
に

お
け
る
市
町
村
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
四
項
関
係
）

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し
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７

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
〇

号
）

消
防
法
及
び
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
六
年
法
律

第
六
五
号
）
に
よ
る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
〇
年
法
律
第
八
四
号
）
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
及
び
秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
六
一
号
）

仙
北
郡
美
郷
町
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

（一）

秋
田
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
（
昭
和
五
七
年
秋
田
県
条
例
第
二
二
号
）

（二）

秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）

◇
秋
田
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
二
号
）

障
害
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
六
年
法
律
第
八
〇
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
所

要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
薬
局
開
設
許
可
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
三

号
）

１

高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
又
は
賃
貸
業
の
許
可
を
申
請
す

る
者
か
ら
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
額
を
一
件
に
つ
き
三
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

２

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
四
号
）

１

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
な
い
で
洗
濯
物
の
受
取
及
び
引
渡
し
を
す
る
こ
と
を
営
業
と
す
る

者
は
、
業
務
従
事
者
が
結
核
、
皮
膚
疾
患
そ
の
他
伝
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
に
か
か
っ
た
場

合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
主
た
る
営
業
区
域
を
所
管
す
る
保
健
所
長
に
連
絡
し
、
そ
の
指
示
に

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
五
号
）

１

業
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
卸
売
市
場
の
開
設
者
が
、
生
鮮
食
料
品
等
の
適
正
な
取

引
及
び
価
格
の
形
成
を
阻
害
せ
ず
、
か
つ
、
買
受
人
に
著
し
い
不
利
益
を
及
ぼ
さ
な
い
と
認
め
た

と
き
は
、
卸
売
業
者
が
こ
れ
を
買
い
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
及
び
秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条

例
第
六
六
号
）

都
市
緑
地
保
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
六
年
法
律
第
一
〇
九
号
）
に
よ
る
都
市

緑
地
保
全
法
（
昭
和
四
八
年
法
律
第
七
二
号
）
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要

の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
四
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
〇
号
）

（二）

秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
五
〇
年
秋
田
県
条
例
第
七
号
）

◇
秋
田
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
七
号
）

１

警
察
署
の
再
編
整
備

（一）

秋
田
県
鷹
巣
警
察
署
及
び
秋
田
県
森
吉
警
察
署
を
統
合
し
、
秋
田
県
鷹
巣
森
吉
警
察
署
を
設

置
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

秋
田
県
秋
田
警
察
署
を
分
轄
し
、
秋
田
県
秋
田
中
央
警
察
署
及
び
秋
田
県
秋
田
東
警
察
署
を

設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

秋
田
県
矢
島
警
察
署
を
秋
田
県
本
荘
警
察
署
に
統
合
す
る
こ
と
と
し
た
。

（四）

秋
田
県
増
田
警
察
署
を
分
轄
し
、
秋
田
県
横
手
警
察
署
及
び
秋
田
県
湯
沢
警
察
署
に
統
合
す

る
こ
と
と
し
た
。

２

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
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